
通知を受けた争議行為の実施内容を公表します 

 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定によ

って、国鉄西日本動力車労働組合から次のとおり争議行為を行う旨

の通知がありましたので、労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第

478号）第10条第４項の規定に基づいてお知らせします。 

 

１ 開始日 

令和６年３月26日以降 

 

２ 場所 

ＪＲ西日本 五日市駅 

 

３ 要求事項 

芸備線再構築協議会の中止 

 

４ 争議行為の概要 

あらゆる形の争議行為を行う 

 

令和６年３月15日 

 

広島県知事  湯﨑 英彦 


